
                             

                            

                            

【展示概要】 

期間 令和６年１月 22日（月）～５月 23日（木） 

会場 滋賀県立公文書館（県庁新館３階） 

日時 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

９時～17時 

内容 新聞記事 12点、滋賀県特定歴史公文書 12点 

   （合計 24点） 

令和５年度から当館では、滋賀県が誕生した明治５年（1872年）からの 150年間を対象とする県史編さん事業

を進めており、その資料収集の一環として、本県に関わる新聞記事を集めています。 

明治維新以降の日本では、政府が推し進める近代化政策の中で様々なことが目まぐるしく変わっていきました。

本県もその例外ではなく、交通機関の発達は、琵琶湖の湖上交通として汽船を導入するに至り、またハワイ移民の

ように滋賀県から海外に向かっていく人々も生み出していきます。そして近代国家を目指す中で選挙の実施や学

校教育などに代表される政治・社会制度の大きな変化、あるいは天智天皇顕彰のような国家の歴史への関心の高

まりなどが生じてきます。 

本展示では、このような政治・社会の変化を映し出す新聞記事等を手がかりに、明治の湖国の印象的な６つのト

ピックスをご紹介してみたいと思います。 

第１回県史編さん企画展 展示図録 



展示図録 新聞記事からみた明治の湖国 
 

 

   

        

      

         

  

  

          

     

         

  

 

滋
賀
県
と
新
聞 

 

滋
賀
県
最
初
の
新
聞
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
に
発
行

さ
れ
た
「
滋
賀
新
聞
」
で
す
。
同
紙
第
一
号
に
は
、
同
社
が
新

聞
紙
縦
看
所
を
設
け
た
旨
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

滋
賀
県
令
・
松
田
道
之
の
開
明
的
な
方
針
と
関
連
し
て
い
ま
す
。

資
料
1-1
は
、
県
民
の
知
見
を
開
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
新
聞

を
閲
覧
で
き
る
「
新
聞
紙
縦
看
所
」
と
「
集
書
館
」
設
置
を
推

奨
す
る
布
達
で
す
。
そ
し
て
翌
年
に
は
「
琵
琶
湖
新
聞
」
も
創

刊
さ
れ
、
滋
賀
県
初
期
の
新
聞
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

資
料
1-2
は
そ
の
「
琵
琶
湖
新
聞
」
の
発
刊
を
認
め
る
布
達
で
す
。

ま
た
「
滋
賀
新
聞
」
は
「
淡
海
新
聞
」
と
改
題
し
、
後
に
「
大

津
日
報
」
と
合
併
し
て
「
滋
賀
日
報
」
と
な
り
ま
す
（
資
料
1-3
）。 

で
す
が
「
滋
賀
日
報
」
は
翌
年
に
は
廃
刊
と
な
り
、
代
わ
っ

て
「
淡
海
日
報
」
が
創
刊
さ
れ
、
明
治
十
四
年
に
は
「
江
越
日

報
」
と
改
題
し
ま
す
。
し
か
し
同
紙
は
、
明
治
十
五
年
四
月
に

一
度
休
刊
し
て
い
ま
す
（
同
年
十
二
月
廃
刊
）。
こ
の
休
刊
は

滋
賀
県
会
報
道
に
不
都
合
を
き
た
し
た
た
め
、
県
会
議
員
有
志

の
依
頼
に
こ
た
え
る
形
で
、
京
都
新
報
社
が
「
京
都
滋
賀
新
報
」

と
改
題
し
て
滋
賀
県
に
進
出
し
て
き
ま
す
。
資
料
1-4
の
布
達

か
ら
は
、
そ
う
し
た
事
情
も
あ
い
ま
っ
て
「
滋
賀
新
聞
」
以
外

の
「
京
都
滋
賀
新
報
」
に
も
県
報
告
を
掲
載
す
る
こ
と
を
決
め

た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
な
お
、
こ
の
京
都
滋
賀
新
報
社
は
、

い
ま
も
滋
賀
県
で
第
三
位
の
発
行
部
数
で
あ
る
京
都
新
聞
社

に
つ
な
が
る
会
社
で
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
滋
賀
県
と
深
い
つ

な
が
り
が
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。 

 
 
 
 
 

（
山
口
一
樹
） 

 

1-3「旧大津日報旧淡海新聞合併、滋賀日報と改題の

儀出願候処聴届相成の件」 

明治 13年 5月 1日【明い 117（１）】 

1-1「新聞紙縦看所、集書館取設に付会社等の取結方」 

明治５年 10月３日【明い 33（52）】 

【大と 8（2）】 

 

 

1-2「琵琶湖新聞発行の件」  

明治 6年 3月 8日【明い 232（２）】 

1-4「本県報告は滋賀新聞会社及京都滋賀新報社に掲載」  

明治 15年 10月 21日【明い 131（68）】 
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太
湖
汽
船
と
そ
の
周
辺 

  

資
料
２‐１
の
太
湖
汽
船
と
は
、
大
津
・
長
浜
間
を
航
行
し
、
京

都
・
大
津
間
、
敦
賀
・
長
浜
間
の
両
鉄
道
を
結
ぶ
役
割
を
果
た

し
た
会
社
で
す
。
両
鉄
道
敷
設
に
伴
い
、
そ
の
中
継
を
担
お
う

と
様
々
な
会
社
が
争
う
状
況
を
収
拾
す
る
た
め
、
明
治
十
五
年

（
一
八
八
二
年
）、
政
府
と
県
の
要
請
を
受
け
て
設
立
さ
れ
ま

し
た
。
従
来
あ
っ
た
各
汽
船
会
社
に
つ
い
て
は
、
同
社
へ
の
統

合
が
図
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
同
社
注
文
の
鉄
船
が
竣
工

し
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
、
太
湖
汽
船
設
立
後
は
、
同
社
と
他
社
が
争
う
問

題
が
新
た
に
発
生
し
ま
し
た
。
福
井
の
者
が
中
心
の
真
宗
丸
会

社
と
、
そ
れ
と
「
一
味
同
体
」
と
い
わ
れ
る
金
蔵
会
社
の
二
社

を
相
手
と
し
た
対
立
で
す
。
太
湖
汽
船
へ
の
統
合
に
応
じ
な
い

二
社
と
の
間
で
、
運
賃
引
き
下
げ
に
よ
る
旅
客
争
奪
な
ど
が
起

こ
り
ま
し
た
（
資
料
２-２
）。
し
か
し
、
結
局
は
大
阪
の
住
友
の

仲
裁
で
真
宗
丸
会
社
は
太
湖
汽
船
に
合
併
さ
れ
、
ま
た
金
蔵
会

社
と
の
和
解
も
成
立
し
ま
し
た
（
資
料
２‐３
）。
以
後
、
太
湖
汽

船
は
東
海
道
線
全
通
（
明
治
二
十
三
年
）
に
よ
っ
て
汽
船
の
重

要
性
が
失
わ
れ
て
い
く
ま
で
、
湖
上
交
通
の
要
と
な
り
ま
す
。 

 

一
方
、
そ
の
後
明
治
十
六
年
に
、
金
蔵
会
社
社
長
や
真
宗
丸

会
社
の
元
社
員
ら
に
よ
り
、
敦
賀
港
に
真
宗
会
社
を
設
立
し
、

「
敦
賀
及
丹
後
よ
り
江
州
長
浜
迄
の
汽
船
」
を
営
業
す
る
こ
と

が
計
画
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
近
代
以
前
か
ら
構
想
が
あ
っ
た

と
い
わ
れ
る
敦
賀
・
琵
琶
湖
間
の
運
河
開
削
を
想
定
し
た
も
の

の
よ
う
に
も
見
え
、
注
目
さ
れ
ま
す
（
資
料
２‐４
）。 

（
吉
原
徹
平
） 

2-1「滋賀通信」（太湖汽船の鉄船竣工） 

明治 15年１月 10日（『京都新報』） 

2-4「真宗会社」 

明治 16年 6月 8日（『京都滋賀新報』） 

2-2「船業の紛紜」 

明治 15年 11月 17日（『京都滋賀新報』） 

2-3「矢張合併」 

明治 16年 4月 3日（『京都滋賀新報』） 
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ハ
ワ
イ
官
約
移
民
の
は
じ
ま
り 

 

ハ
ワ
イ
官
約
移
民
は
明
治
十
八
年
に
始
ま
り
、
翌
年
に
は
日

本
と
ハ
ワ
イ
両
政
府
間
で
「
日
布
渡
航
条
約
」
が
締
結
さ
れ
ま

し
た
。
資
料
3-1
は
、
契
約
の
改
訂
に
関
す
る
外
務
省
か
ら
県
へ

の
通
達
を
、
各
郡
宛
に
編
集
し
た
訓
令
案
で
す
。 

初
回
の
渡
航
の
募
集
に
対
し
て
は
、
定
員
を
は
る
か
に
超
え

る
応
募
が
全
国
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
出
願
が
制
限

さ
れ
、
滋
賀
県
で
は
郡
ご
と
に
出
願
者
検
査
が
実
施
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
資
料
3-2
の
記
事
に
は
、
渡
航
出
願
者
数
お

よ
び
選
抜
例
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ハ
ワ
イ
に
渡
っ
た
人
び
と
は
過
酷
な
労
働
、
気
候
条
件
や
言

語
の
問
題
に
直
面
し
ま
し
た
。
資
料
3-3
に
は
、
滋
賀
郡
中
浜
村

（
現
・
大
津
市
）
の
人
が
親
族
へ
向
け
て
発
送
し
た
と
い
う
書

信
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
は
、
開
墾
し

た
土
地
に
日
本
各
種
の
雑
穀
を
播
種
し
た
様
子
、
あ
ま
り
に
過

酷
な
労
働
に
、
幾
度
も
故
国
へ
帰
り
た
い
と
い
う
念
が
起
こ
っ

た
こ
と
な
ど
が
認
め
て
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

資
料
3-4
は
、
県
知
事
か
ら
内
務
大
臣
宛
に
作
成
さ
れ
た
、
明

治
三
十
九
年
分
の
県
内
の
景
況
報
告
書
で
す
。
海
外
渡
航
者
に

つ
い
て
は
、
ハ
ワ
イ
へ
五
〇
八
名
、
カ
ナ
ダ
へ
二
五
七
名
が
本

県
か
ら
渡
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
九
〇
〇
年
、
ハ
ワ
イ

が
準
州
化
し
ア
メ
リ
カ
の
法
律
が
適
用
さ
れ
る
と
、
ハ
ワ
イ
か

ら
ア
メ
リ
カ
本
土
へ
の
転
航
者
が
増
加
し
ま
す
。
本
資
料
の
五

〇
八
名
も
ま
た
、
全
員
が
ハ
ワ
イ
に
と
ど
ま
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
ハ
ワ
イ
を
経
由
し
て
ア
メ
リ
カ
大
陸
へ
と
活
動
を
広
げ
て

い
っ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 

（
野
村
さ
な
え
） 

3-3「布哇(はわい)音信」 

明治 19年 4月 30日（『中外電報』） 

【大お 1-2（9）】 

3-4「明治 39年滋賀県海外渡航者記録」 

明治 40年【明こ 11（4）】 

3-1「布哇(はわい)国渡航契約について各郡長への訓令案」 

明治 20年 10月 19日【明い 200－2（15）】 

 

3-2「布哇(はわい)出稼」 

明治 18年 4月 30日（『中外電報』） 
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第
一
回
総
選
挙
と
滋
賀
県 

 

大
日
本
帝
国
憲
法
の
発
布
を
経
て
国
会
開
設
が
現
実
化
し

た
日
本
で
は
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
七
月
一
日
に

第
一
回
の
衆
議
院
議
員
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
滋
賀
県
で
も
い
く
つ
か
の
政
治
結
社

が
組
織
さ
れ
ま
し
た
。
近
江
政
友
会
と
近
江
同
致
会
は
、
県
内

全
域
か
ら
会
員
を
集
め
た
有
力
団
体
で
し
た
（
資
料
4-1
）。 

投
票
権
は
一
定
の
税
金
を
納
め
る
二
五
歳
以
上
の
男
子
（
全

人
口
の
約
一
％
）
に
限
ら
れ
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
当
時
の
大
き

な
特
徴
で
あ
っ
た
点
は
、
記
名
投
票
制
が
採
ら
れ
た
こ
と
で
す

（
資
料
4-2
）。
開
票
時
に
は
投
票
者
と
そ
の
投
票
先
が
朗
読
さ

れ
た
た
め
、
有
権
者
の
投
票
行
動
は
、
様
々
な
人
間
関
係
に
拘

束
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

選
挙
が
近
づ
く
と
、
各
地
で
活
発
な
競
争
が
起
き
ま
し
た
。

第
四
選
挙
区
で
は
「
自
由
派
」、「
独
立
派
」、「
老
成
派
」
の
三

派
に
分
か
れ
、
運
動
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
（
資
料
4-3
）。
当
時

は
選
挙
区
外
の
有
力
者
が
擁
立
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
同
区
で

最
終
的
に
当
選
し
た
の
も
、
東
京
在
住
の
相
馬
永
胤
（
旧
膳
所

藩
士
）
で
し
た
。 

そ
う
し
た
激
し
い
選
挙
運
動
は
、
時
に
暴
力
を
伴
い
ま
し
た
。

県
内
の
あ
る
有
力
者
の
も
と
に
は
、
数
名
の
不
審
人
物
が
ス
テ

ッ
キ
を
持
っ
て
押
し
か
け
、
自
派
に
対
立
す
る
勢
力
を
支
持
し

な
い
よ
う
強
迫
し
ま
し
た
（
資
料
4-4
）。
国
会
開
設
は
人
び
と

の
政
治
参
加
を
拡
大
し
、
言
論
に
基
づ
く
政
治
を
も
た
ら
し
た

か
に
見
え
ま
す
が
、
そ
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
実
力
行
使
は
依
然

と
し
て
存
在
し
た
の
で
す
。 

 
 
 
 
 

（
立
花
孝
裕
） 

4-1「滋賀県下の党派」 

明治 22年 8月 2日（『中外電報』） 

4-2「衆議院議員選挙事務取扱規則」 

明治 23年 2月 15日【明き33-2（3）】 

4-3「滋賀県の政況」 

明治 23年 3月 1日（『中外電報』） 

4-4「ステツキ政略」 

明治 23年 6月 26日（『中外電報』） 
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天
智
天
皇
顕
彰
運
動 

 

桓
武
天
皇
を
顕
彰
す
る
平
安
奠
都
千
百
年
祭
の
準
備
が
京

都
で
す
す
め
ら
れ
て
い
た
こ
ろ
、
滋
賀
県
で
も
大
津
京
を
開
い

た
天
智
天
皇
を
顕
彰
す
る
紀
念
祭
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
し
た

（
資
料
5-1
）。
結
果
的
に
こ
の
紀
念
祭
は
開
催
さ
れ
な
か
っ
た

よ
う
で
す
が
、
天
智
天
皇
顕
彰
の
動
き
は
、
学
術
的
な
展
開
も

見
せ
つ
つ
、
近
江
神
宮
建
立
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。 

明
治
四
十
一
年
、
大
津
市
長
西
川
太
治
郎
は
、
大
津
市
施
行

十
周
年
記
念
に
際
し
て
、
天
智
天
皇
を
祭
神
と
す
る
神
社
の
創

建
を
熱
望
す
る
旨
を
市
と
し
て
初
め
て
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

翌
年
、
西
川
た
ち
は
総
理
大
臣
ら
に
宛
て
て
請
願
書
を
提
出
し

ま
し
た
（
資
料
5-2
）。
し
か
し
こ
の
時
点
で
は
、
具
体
的
な
動

き
に
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

神
社
創
建
に
向
け
た
運
動
が
展
開
さ
れ
る
一
方
で
、
学
術
的

な
調
査
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
昭
和
三
年
、
県
史
蹟
調
査
員
の
肥

後
和
男
に
よ
る
、
伝
崇
福
寺
跡
や
南
滋
賀
の
遺
跡
の
発
掘
調
査

が
実
施
さ
れ
、
昭
和
十
三
年
か
ら
は
、
県
史
蹟
調
査
員
の
柴
田

實
に
よ
る
第
二
次
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
（
資
料
5-3
）。 

昭
和
十
三
年
五
月
に
神
宮
の
創
建
と
官
幣
大
社
に
列
す
る

天
皇
の
聖
旨
が
出
さ
れ
る
と
、
同
日
奉
賛
会
の
会
長
に
近
衛
文

麿
が
、
翌
年
四
月
に
は
総
裁
に
高
松
宮
宣
仁
親
王
が
、
そ
れ
ぞ

れ
就
任
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
昭
和
十
五
年
十
一
月
に
は
鎮
座

祭
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
神
宮
の
整
備
は
こ
の
の
ち
も
、
戦

時
下
で
の
資
材
や
労
働
力
の
不
足
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
も
進

め
ら
れ
、
昭
和
十
九
年
十
一
月
に
竣
功
式
を
迎
え
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
（
資
料
5-4
）。 

 
 
 
 
 
 

（
松
本
昂
也
） 

5-1「天智天皇紀念祭」 

明治 27年 2月 25日（『日出新聞』） 

5-2「大津神宮創設請願書進達の件」 

明治 42年 12月 22日【明す 650（2）】 

5-3「肥後和男発柴田實宛書簡」 

昭和 15年以前、5月 17日【昭せ 37-2（1）】 

5-4「近江神宮奉賛会総裁高松宮殿下より賜りたる令旨」 

昭和 19年 11月 5日【大か24（23-7）】 
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尋
常
中
学
校
教
員
の
総
辞
職 

  

滋
賀
県
尋
常
中
学
校
（
現
在
の
県
立
彦
根
東
高
等
学
校
）
に

お
い
て
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
年
）
一
月
二
日
に
校
長
以

下
教
員
が
一
斉
辞
任
す
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
ま
し
た
。
そ

の
背
景
に
は
、
中
学
校
の
施
設
増
築
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
明

治
二
十
九
年
十
二
月
、
県
は
施
設
建
設
予
算
を
県
会
に
提
出
し

ま
し
た
が
、
県
会
は
前
年
発
生
し
た
水
害
復
旧
を
優
先
さ
せ
、

中
学
校
予
算
を
原
案
か
ら
減
額
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
不
満
を
持

っ
た
教
員
た
ち
は
、
学
校
の
窮
状
を
訴
え
る
親
書
を
県
知
事
と

県
会
議
長
に
提
出
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
県
会
は
親
書
の
文
言

を
理
由
に
態
度
を
硬
化
さ
せ
、
関
与
し
た
教
員
の
辞
職
を
求
め

ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
教
員
は
一
斉
に
辞
表
を
提
出
し
ま

し
た
。 

資
料
6-1
の
日
出
新
聞
の
記
事
は
、
七
日
夜
の
地
元
彦
根
町

の
有
力
者
と
県
書
記
官
と
の
協
議
を
報
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

九
日
に
教
員
の
送
別
会
が
開
催
さ
れ
、
資
料
6-2
の
日
出
新
聞

が
会
の
様
子
を
報
じ
て
い
ま
す
。 

ま
た
資
料
6-3
か
ら
、
彦
根
町
の
有
力
者
と
生
徒
有
志
が
中

学
校
問
題
に
お
け
る
県
の
態
度
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。
中
学
校
の
正
常
化
を
図
る
た
め
、
県
は
後

継
校
長
を
選
任
し
、
資
料
6-4
で
文
部
省
に
迅
速
な
後
任
校
長

の
就
任
手
続
き
の
実
施
を
求
め
ま
し
た
。
二
月
四
日
に
後
任
校

長
が
就
任
し
ま
し
た
が
、
結
局
混
乱
し
た
中
学
校
を
収
拾
で
き

ず
、
わ
ず
か
六
か
月
ほ
ど
で
学
校
を
去
り
ま
し
た
。 

 

 
 
 
 
 

（
中
西
友
汰
） 

 
6-3「中学校の義に付上申書」 

明治 30年 1月 31日【明治し41（37-4）】 

6-2「予餞会」 

明治 30年 1月 13日（『日出新聞』） 

6-1「中学問題」 

明治 30年 1月 13日（『日出新聞』） 

 

6-4「滋賀県尋常中学校長任用の義に付内申」 

明治 30年 1月 24日【明え97（25-8）】 

昭和 47年 9月（当館蔵） 
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【展示関連年表】 

西暦 元号 月 日 出来事 図録 

1872 明治 5 10 - 「滋賀新聞」発行 1-1 

1873 明治 6 3 8 「琵琶湖新聞」発行（明治 12年廃刊） 1-2 

1880 明治 13 5 1 
「淡海新聞」（「滋賀新聞」の後身）が「大津日報」と合併し、「滋賀日報」と

改題 
1-3 

1882 明治 15 7 13 「京都新報」が「京都滋賀新報」と改題して滋賀県に進出 1-4 

1882 明治 15 5 1  太湖汽船会社が設立される 2-1 

1882 明治 15 9 -  太湖汽船と、真宗丸会社や金蔵会社との間で対立が起こる 2-2 

1883 明治 16 4 -  真宗丸会社が太湖汽船に合併される 2-3 

1883 明治 16 6 -  真宗丸会社や金蔵会社の関係者らが「真宗会社」設立を計画する 2-4 

1885 明治 18 2 8 第 1回官約移民がハワイに渡る 3-2 

1886 明治 19 3 6 日布渡航条約の批准書が交換される 3-1 

1889 明治 22 2 11 大日本帝国憲法、衆議院議員選挙法が公布される 4-1 

1890 明治 23 2 15 衆議院議員選挙事務取扱規則が交付される 4-2 

1890 明治 23 7 1 第 1回衆議院議員選挙が執行される 4-4 

1894 明治 27 7 4  新憲法が公布されハワイ共和国が成立する 3-4 

1895 明治 28 11 -  
大津町長西村文四郎らにより、滋賀郡滋賀村大字錦織に「志賀宮跡碑」

が建設される 
5-1 

1897 明治 30 1 2 中学校長以下教員全員が一斉に辞表を提出する 6-1 

1897 明治 30 1 9 教員と生徒が参加した予餞会が開催される 6-2 

1897 明治 30 1 26 在校生有志と彦根町有力者による会合が開かれる 6-3 

1897 明治 30 2 4 大岩貫一郎が後任校長に就任する 6-4 

1909 明治 42 12 16  大津市長西川太治郎らが「大津宮創建請願書」を提出 5-2 

1928 昭和 3 5 -  肥後和男による崇福寺跡、南滋賀村の発掘調査開始 5-3 

1938 昭和 13 5 1 近江神宮の創建と官幣大社に列する聖旨が出される 5-4 
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